
令
和
三
年 

秋

季

彼

岸

会

ご

案

内 
 

  
期 

間 

九
月
二
十
日
（
月
）
～
二
十
六
日
（
日
） 

 

秋
季
彼
岸
会
総
回
向 

九
月
二
十
六
日
（
日
）
十
一
時
四
十
五
分
～ 

於 

大
霊
園
本
堂 

※ 

法
要
の
前
に
法
話
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１
．
ご
回
向

え
こ
う

（
読
経
）
の
お
申
し
込
み 

（
午
前
九
時
よ
り
午
後
三
時
ま
で
受
付
） 

・
本
堂
回
向
の
お
申
し
込
み
は
本
堂
内
、
墓
前
回
向
の
お
申
し
込
み
は
特
設
受
付
で
承
り
ま
す
。 

・
本
堂
回
向
は
毎
時
十
五
分
と
四
十
五
分
、
墓
前
回
向
は
随
時
行
い
ま
す
。 

・
別
紙
申
込
書
に
、
霊
名
そ
の
他
必
要
事
項
を
記
入
し
、
回
向
料(

五
千
円
以
上)

と
共
に 

墓
参
当
日
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。 

 
 

２
．
塔
婆

と
う
ば

供
養
の
お
申
し
込
み 

・
別
紙
申
込
書
に
霊
名
そ
の
他
必
要
事
項
を
記
入
し
、
九
月
十
一
日
ま
で
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。 

・
当
日
受
付
分
は
翌
日
以
降
の
お
渡
し
に
な
り
ま
す
。 

墓
参
で
き
な
い
方
は
お
墓
へ
お
供
え
い
た
し
ま
す
。
（
一
枚
四
千
円
） 

 

 

   

３
．
お
墓
参
り
で
き
な
い
方
の
お
申
し
込
み
（
代
理
で
読
経
・
お
花
の
お
供
え
を
い
た
し
ま
す
） 

・
墓
参
で
き
な
い
方
の
た
め
に
ご
回
向
、
塔
婆
、
お
花
を
受
付
い
た
し
ま
す
。（
金
額
は
別
紙
申
込
書
） 

・
ご
希
望
の
方
は
、
別
紙
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
九
月
十
一
日
ま
で
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

※
お
花
と
塔
婆
は
九
月
十
九
日
に
お
供
え
い
た
し
ま
す
。 

４
．
お
申
し
込
み
・
ご
送
金
方
法 

・
お
申
し
込
み
は
、
大
霊
園
へ
郵
送
、
も
し
く
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
〇
七
七‐

五
九
八‐

二
七
五
三
）
で 

お
送
り
下
さ
い
。
回
向
冥
加
料
、
そ
の
他
の
納
金
は
、
同
封
の
郵
便
振
替
用
紙
（
手
数
料
無
料
）
で 

ご
送
金
下
さ
い
。 

 

５
．
無
料
送
迎
バ
ス
を
運
行
し
て
い
ま
す
。
（
Ｊ
Ｒ
堅
田
駅
前
よ
り
別
紙
時
刻
表
同
封
） 

 

※
お
花
・
線
香
・
ロ
ー
ソ
ク
等
は
当
日
特
設
売
場
で
お
求
め
い
た
だ
け
ま
す
。（
予
約
不
要
） 

※
古
塔
婆
は
、
お
参
り
の
際
に
事
務
所
前
の
納
所
箱
に
入
れ
て
下
さ
い
。 

 
 

令
和
三
年
八
月
吉
日 
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